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財務諸表の作成と内部監査について
当組合は、財務諸表の作成に係る計数等の適正性や内部監査の有効性を以下の方法で確認しております。

代表理事

※確認書は部門長が責任をもって作成した旨を記載した書類です。 確認書と資料の流れ

監査部（内部監査部門）

総務部（決算担当部）

決算関連部署

●決算に関する計数の
作成

●計数作成者以外の者
による精査

●部門長による確認書
の作成

●決算書類の作成

●計数作成者以外の者
による精査

●部門長による確認書
の作成

●作成プロセスの検証

●決算書類の監査

●部門長による確認書
の作成

決算関連部署・総務部・
監査部で作成した確認
書等により「財務諸表
の適正性、および財務
諸表作成に係る内部監
査の有効性」を確認

法定監査の状況

当組合は、協同組合による金融事業に関する法律第５条の８第３項に規定する「特定信用組合」に
該当しておりますので、通常総代会に提出される「貸借対照表」「損益計算書」「剰余金処分計算書」
につきましては、会計監査人である EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

代表理事による確認

私は当組合の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第36期事業年度における貸借対照表、
損益計算書および剰余金処分計算書の適正性、および同書類作成に係る内部監査の有効性を確認いた
しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 6年 6月 25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県信用組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　五十嵐 公
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